
我孫子市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例 

 

我孫子市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例（昭和６３年条例第１２

号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後  改正前  

（設置）  （設置）  

第２条  自転車を利用する市民の利便

を図るとともに、自転車の放置防止

に資するため我孫子市自転車駐車場

（以下「駐車場」という。）を設置

する。  

第２条  自転車を利用する市民の利便

を図るとともに、自転車の放置防止

に資するため自転車駐車場（以下「駐

車場」という。）を設置する。  

 （使用の区分）  （使用することができる者）  

第４条  駐車場の使用の区分は、次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号

に定めるとおりとする。  

第４条  駐車場を使用することができ

る者は、住所又は学校、事業所等の

所在地が駐車場の最寄りの駅から

500メートルを超える距離にある者

とする。ただし、市長が特に必要が

あると認める者については、この限

りでない。  

(1) 定期使用  １年（４月１日から

翌年の３月 31日までをいう。）を

単位とする使用  

 

(2)  一時使用  12時間以内におけ

る１回を単位とする使用  

 

(3)  期間使用  次に掲げる期間を

単位とする使用  

 

ア  ５日以上 20日以下の期間（以  



下「短期」という。）  

イ  21日以上40日以下の期間（以

下「中期」という。）  

 

（期間使用をすることができる者）   

第５条  期間使用をすることができる

者は、次の各号のいずれかに該当す

る者とする。  

 

(1)  学校教育法（昭和 22年法律第 26

号）第１条に規定する学校、同法

第 124条に規定する専修学校又は

同法第 134条第１項に規定する各

種学校（以下この号において単に

「学校」という。）に在学する者

であつて、当該学校の休業日（５

日以上連続した休業日に限る。）

に駐車場を使用しようとするも

の 

 

(2)  その他市長が特に必要がある

と認めた者  

 

（駐車対象）  （駐車対象）  

第６条  駐車場に駐車できるもの（以

下「自転車等」という。）は、次の

各号のいずれかに該当するものとす

る。  

第５条  駐車場に駐車できるものは、

次の各号のいずれかに該当するもの

とする。  

(1)及び(2) 略  (1)及び (2) 略  

(3) 前２号に掲げるもののほか、市

長が特に認めたもの  

(3) 前号に掲げるもののほか、市長

が特に認めたもの  

第７条  略  第６条  略  

第８条  略  第７条  略  

（使用の承認の取消し等）  （使用の承認の取消し等）  



第９条  市長は、第７条第１項の規定

により承認を受けた者（以下「使用

者」という。）が次の各号のいずれ

かに該当すると認めたときは、その

使用の承認を取り消し、使用条件を

変更し、又は使用を停止することが

できる。  

第８条  市長は、第６条第１項の規定

により承認を受けた者（以下「使用

者」という。）が次の各号の一に該

当すると認めたときは、その使用の

承認を取り消し、使用条件を変更し、

又は使用を停止することができる。  

(1)及び(2) 略  (1)及び (2) 略  

(3) 前２号に掲げるもののほか、市

長が駐車場の管理上特に必要が

あると認めたとき。  

 

２  略  ２  略  

（使用料）  （使用料）  

第 10条  使用者は、別表第２に定める

使用料を定期使用又は期間使用の場

合にあつては使用の承認の際に、一

時使用の場合にあつては駐車場に入

場し、又は駐車場から出場する際に

納付しなければならない。  

第９条  使用者は、別表第２に定める

使用料を使用の承認の際に納付しな

ければならない。  

２  前項の規定にかかわらず、定期使

用（市長が指定する駐車場を使用す

る場合に限る。）に係る使用料を一

括して納付することが困難であると

市長が認めた使用者は、当該使用料

を４回に分けて納付することができ

る。  

 

３  既に納入した使用料は、還付しな

い。ただし、定期使用に係る使用料

について、市長が特に必要があると

認めたときは、その一部又は全部を

２  既に納入した使用料は、還付しな

い。ただし、市長が特に必要がある

と認めたときは、その一部又は全部

を還付することができる。  



還付することができる。  

４  市長は、特に必要があると認める

ときは、使用料を減額し、又は免除

することができる。  

３  市長は、特に必要があると認める

ときは、使用料を免除することがで

きる。  

（禁止行為）  （禁止行為）  

第 11条  使用者は、駐車場内において、

次に掲げる行為をしてはならない。  

第 10条  使用者は、駐車場内において、

次に掲げる行為をしてはならない。  

(1)  他の自転車等の駐車を妨げる

こと。  

(1) 他の自転車、原動機付自転車等

（次号において「自転車等」とい

う。）の駐車を妨げること。  

(2)及び(3) 略  (2)及び (3) 略  

(4) 前３号に掲げるもののほか、市

長が駐車場の管理上支障がある

と認めたこと。  

(4) 前３号に掲げるもののほか、市

長が管理上支障があると認めた

こと。  

（不正駐車自転車等に対する措置）   

第 12条  市長は、次に掲げる自転車等

（以下「不正駐車自転車等」という。）

を発見した場合は、当該不正駐車自

転車等が駐車されている駐車場内に

おいて移動させることその他不正駐

車自転車等を整理するために必要な

措置を講ずることができる。  

 

(1)  偽りその他不正の手段により

使用料を納付しないで駐車場に

駐車されている自転車等  

 

(2)  第７条第１項の規定による承

認を受けず、又は同項の規定によ

り承認を受けた期間を経過して

駐車場に駐車されている自転車

等 

 



２  前項の規定にかかわらず、市長は、

駐車場の管理上支障があると認める

ときは、不正駐車自転車等をあらか

じめ市長が定めた場所に移送し、保

管することができる。  

 

（使用料相当額の徴収）   

第 13条  不正駐車自転車等の利用者若

しくは所有者は、第７条第１項の規

定による承認を受けず、又は同項の

規定により承認を受けた期間を経過

して駐車場に当該不正駐車自転車等

を駐車していた期間（次項において

「不正駐車期間」という。）につい

て、その使用料に相当する額（以下

「使用料相当額」という。）を納付

しなければならない。  

 

２  前項の使用料相当額は、別表第２

に規定する一時使用の区分により計

算するものとし、不正駐車期間が 12

時間を超えるごとに１回分の額を加

算するものとする。  

 

３  第１項の規定にかかわらず、市長

は、特に必要があると認めるときは、

使用料相当額を免除することができ

る。  

 

 （移送した不正駐車自転車等に対す

る措置）  

 

第 14条  市長は、第 12条第２項の規定

により不正駐車自転車等を移送した

ときは、当該不正駐車自転車等を移

 



送した日から起算して 60日間保管し

なければならない。  

２  市長は、前項に規定する期間が経

過するまでの間、保管している不正

駐車自転車等をその利用者又は所有

者に返還するために必要な措置を講

ずるものとする。  

 

 （費用の徴収）   

第 15条  市長は、第 12条第２項の規定

により不正駐車自転車等を移送し、

保管したときは、それに要した費用

（以下「移送保管料」という。）を

その利用者又は所有者から徴収する

ことができる。  

 

２  移送保管料の額は、別表第３のと

おりとする。  

 

３  第１項の規定にかかわらず、市長

は、特に必要があると認めるときは、

移 送 保 管 料 を 免除 することがで き

る。  

 

第 16条  略  第 11条  略 

第 17条  略  第 12条  略 

第 18条  略  第 13条  略 

別表第１（第３条関係）  別表第１（第３条関係）  

 名称  所在地    名称  所在地   

 我孫子駅北口自

転車駐車場の項

から天王台駅南

口第１自転車駐

略   我孫子駅北口自

転車駐車場の項

から天王台駅南

口第１自転車駐

略  



車場の項まで   

略 

車場の項まで  

略  

 湖北駅自転車駐

車場  

我 孫 子 市 中 里

336番地の６  

  湖北駅北口自転

車駐車場  

我 孫 子 市 中 里

336番地の６  

 

  我孫子市湖北台

１丁目１番  

  湖北駅南口自転

車駐車場  

我孫子市湖北台

１丁目１番  

 

 新木駅自転車駐

車場  

我 孫 子 市 新 木

2033番地の１  

  新木駅北口自転

車駐車場  

我 孫 子 市 新 木

2033番地の１  

 

  我孫子市南新木

１丁目１番地の

１  

  新木駅南口自転

車駐車場  

我孫子市南新木

１丁目１番地の

１  

 

 布佐駅自転車駐

車場  

我孫子市布佐平

和台１丁目２番  

  布佐駅南口自転

車駐車場  

我孫子市布佐平

和台１丁目２番  

 

  我 孫 子 市 布 佐

2806番地の１  

  布佐駅東口自転

車駐車場  

我 孫 子 市 布 佐

2806番地の１  

 

  

 別表第２を次のように改める。  



別表第２（第１０条関係） 

駐車

場名 

駐車

区画 
区分 

定期使用 

（１台につき） 

一時使用 

（１台につき） 

期間使用 

（１台につき） 

自転車 

原動機

付自転

車 

自転車 

原動機

付自転

車 

自転車 

短期 中期 

我孫

子駅

北口

自転

車駐

車場 

地下

１層

ラッ

ク上

段・ 

地下

２層 

一般 

９，０００

円 

 

  
１００

円 

  

  

５００

円 

１，０００

円 

学生

等 

６，６００

円 

地下

１層 

一般 
１２，００

０円 
  

１００

円 
  
５００

円 

１，０００

円 学生

等 

９，６００

円 

上記

以外

の駐

車区

画 

一般 
１２，００

０円 

  
１００

円 
  
５００

円 

１，０００

円 
学生

等 

９，６００

円 

サイ

クル

パー

ク・

天王

台南  

地下

ラッ

ク上

段・ 

２層

ラッ

ク上

一般 
９，０００

円 

  
１００

円 
  
５００

円 

１，０００

円 

学生

等 

６，６００

円 



段 

地下 

・１

層・ 

２層 

一般 
１２，００

０円 
  

１００

円 
  
５００

円 

１，０００

円 学生

等 

９，６００

円 

３層

以上 

一

般・

学生

等 

６，０００

円 
  

１００

円 
  
５００

円 

１，０００

円 

上記

以外

の駐

車区

画 

一般 
１２，００

０円 

  
１００

円 
  
５００

円 

１，０００

円 学生

等 

９，６００

円 

１層

（原

動機

付自

転車

専用

区

画） 

一

般・

学生

等 

  
３０，０

００円 
        

サイ

クル

パー

ク・

我孫

子南 

地下

ラッ

ク上

段・

１層

ラッ

一般 
９，０００

円 
  

１００

円 
  
５００

円 

１，０００

円 

学生

等 

６，６００

円 



ク上

段・

２層

ラッ

ク上

段 

地下 

・１

層・ 

２層 

一般 
１２，００

０円 
  

１００

円 
  
５００

円 

１，０００

円 学生

等 

９，６００

円 

３層 

一

般・

学生

等 

６，０００

円 
  

１００

円 
  
５００

円 

１，０００

円 

上記

以外

の駐

車区

画 

一般 
１２，００

０円 

  
１００

円 
  
５００

円 

１，０００

円 学生

等 

９，６００

円 

本町

３丁

目自

転車

駐車

場 

１層 

一般 
１５，００

０円 ３０，０

００円 

１００

円 
  
５００

円 

１，０００

円 学生

等 

１２，６０

０円 

２層 

一般 
１２，００

０円 
  

１００

円 
  
５００

円 

１，０００

円 学生

等 

９，６００

円 

３層 
一

般・

６，０００

円 
  

１００

円 
  
５００

円 

１，０００

円 



学生

等 

上記

以外

の駐

車区

画 

一般 
１５，００

０円 

  
１００

円 
  
５００

円 

１，０００

円 学生

等 

１２，６０

０円 

１層

（原

動機

付自

転車

専用

区

画） 

一

般・

学生

等 

  
３０，０

００円 
        

我 孫 子 駅

北 口 原 動

機 付 自 転

車 駐 車 場 

一

般・

学生

等 

１２，００

０円 

１２，０

００円 

１００

円 

２００

円 

５００

円 

１，０００

円 

我 孫 子 駅

南 口 第 ３

自 転 車 駐

車場 

一

般・

学生

等 

６，０００

円 

１２，０

００円 

１００

円 

２００

円 

５００

円 

１，０００

円 

天 王 台 駅

北 口 第 １

自 転 車 駐

車場 

一

般・

学生

等 

６，０００

円 

１２，０

００円 

１００

円 

２００

円 

５００

円 

１，０００

円 

天 王 台 駅

北 口 第 ２

一

般・

６，０００

円 

１２，０

００円 

１００

円 

２００

円 

５００

円 

１，０００

円 



自 転 車 駐

車場 

学生

等 

天 王 台 駅

南 口 第 １

自 転 車 駐

車場 

一

般・

学生

等 

６，０００

円 

１２，０

００円 

１００

円 

２００

円 

５００

円 

１，０００

円 

湖 北 駅 自

転 車 駐 車

場 

一

般・

学生

等 

４，２００

円 

８，４０

０円 

１００

円 

２００

円 

５００

円 

１，０００

円 

新 木 駅 自

転 車 駐 車

場 

一

般・

学生

等 

４，２００

円 

８，４０

０円 

１００

円 

２００

円 

５００

円 

１，０００

円 

布 佐 駅 自

転 車 駐 車

場 

一

般・

学生

等 

４，２００

円 

８，４０

０円 

１００

円 

２００

円 

５００

円 

１，０００

円 

備考 

１ 定期使用の場合において、１年に満たない使用期間があるときは、使用

料を月割りをもつて計算することができる。 

２ 「学生等」の使用料は、規則で定める者に限り適用する。 



別表第２の次に次の１表を加える。  

別表第３（第１５条関係）  

区分  移送保管料の額（１台につき） 

自転車  ２，０００円  

原動機付自転車  ４，０００円  

 

附 則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和２年７月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の別表第２の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

以後に使用の承認をした使用料について適用し、施行日前に使用の承認をし

た使用料については、なお従前の例による。  


